
　本年度の農作業標準賃金は、村内各農業関係者、団体と協議の上、下記のとおり定めましたのでお知らせいたします。
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注：①この標準額には、消費税が含まれています。（一般農作業は除く）

②１日の作業時間は原則として８時間とする。（福島県最低賃金は時間額８５８円(R4.10.6発効)（１日 ８時間 ６，８６４円））

③機械による作業及び特殊な作業などについて、上記の規定により難しい場合にあっては当事者間協議の上、決定してください。

④燃料費の高騰急落など、著しい経費の変動があった場合には当事者間で協議してください。

◎農地の売買、貸借、転用、農業者年金、全国農業新聞等の相談は、農業委員会事務局へ。

◎農業委員会総会は毎月２０日に開催予定ですので各種申請は、その月の５日までに提出してください。

5,400

一 般 農 作 業 １日 6,864

 　　　　　　　　　　令和５年度　北塩原村農作業料金協定表 令和５年４月１日適用 

作業名 種別 単位 作業料金     備　　　　　　考

大塩地区 6,000

代 掻 作 業 １０ａ
北山地区 6,500

大塩地区 6,800

耕 起 作 業 田 ・ 畑 １０ａ
北山地区

育 苗 代 １箱 運搬含まず 720
・種子代含む
・運搬代１箱 55円加算

大塩地区 6,300

箱 処 理 １０箱 120 ・農薬代は別

田 植 作 業

7,900

１０ａ

１０ａ
北山地区 5,800

機 械 植

側 条 施 肥 機 １０ａ
北山地区 6,800

大塩地区 7,400

側条施肥＋除草剤
＋箱処理

１０ａ
北山地区 7,400

大塩地区

稲 刈 作 業

コ ン バ イ ン
北山地区 19,500 ・結束の場合 3,400円加算

・大塩地区の角刈は委託者が行うこと
・大塩地区の角刈を受託者が行う場合は10ａ当たり2,000円加算
・湿田は30％割増

 ◎倒伏率
　  50％　→ 　50％割増
 　100％　→　100％割増大塩地区 21,200

籾 運 搬 １０ａ
北山地区 2,300

大塩地区 2,600

乾 燥 １０ａ 9,200

籾 摺
３０㎏ 350

・トンバッグ含む
・屑米含む

色彩選別機使用 ３０㎏ 420

畦 畔 塗 ﾄ ﾗ ｸ ﾀ ｰ ･機械塗 １ｍ 52

草 刈
草 刈 機 １時間

トラクターアタッチメ
ン ト 草 刈

ブームモア使用 １ｍ 52

1,500
・草刈機
・油持ち

自 走 式 １時間 2,600

1,060 ・ただし１回１種類のみ

堆 肥 散 布 １０ａ 3,100
・ただし１回 2,000㎏まで
・積込料 650円加算

農 薬 ・ 防 除 作 業

肥 料 散 布 １０ａ

１０ａ
水 和 剤 1,600

・高圧動噴含む
・農薬代は別

粉　　剤 740

除 草 剤 散 布 １０ａ 1,100 ・薬剤代は別

250 ・ひも代込み

色 彩 選 別 機 ３０㎏ 300 ・自己搬入

防 除 作 業 ド ロ ー ン １０ａ 1,430
・薬剤代は別
・山間部は相当額加算することができる

製 粉
米 ・ 小 麦 １㎏

ワ ラ 梱 包 ﾛ ｰ ﾙ ﾍ ﾞ ｰ ﾗ ｰ １ﾛｰﾙ

180

ソ バ １㎏ 260 ・からソバ１㎏当たり

精 米 ３０㎏ 400

※面積は、水張面積とする。

北　塩　原　村　賃　借　料　情　報

★平成２１年１２月の農地法改正により、標準小作料が廃止となりました。今後は、これに替わるものとして、過去１年間（令和４年１月 ～ １２月）
　の賃借料の動向をお知らせするものとなります。
※この情報は、賃借料を決める際の目安として提供するものですので、実際の契約にあたっては、米価の推移や生産費等の変動などに応じて、貸し手と
　借り手の両者でよく協議した上で決定してください。

★既に利用権設定をしている方で金額を明示せず「農業委員会の定めによる」と記載されている方は、賃借料情報を参考に貸し手・借り手の両者で協議
　の上、賃借料を決定願います。

地域区分 田

― １５，０００円

畑 備　　　　　　考

北 塩 原 村 農 業 委 員 会

電話　０２４１－２３－１３３４ （直通）

北山地区 １５，０００円 　５，０００円  １．土地の条件(場所)や作物等によって賃借料も異なってくる
　 　と思いますので、農業委員会で提供する情報を参考にお互
　 　いで話し合ってください。
 ２．現物支払いについては、金額に換算して支払いをしてくだ
　 　さい。
 ３．転作については、畑の賃借料に準じます。
 ４．田・畑の金額は１０ａ当りの単価です。

関屋・樟地区 １１，０００円
～

大塩地区 　４，０００円

桧原・裏磐梯地区


